
京都市大学のまち交流センター条例の一部を改正する条例（令和４年３月３０日京都市条

例第   号）（総合企画局総合政策室） 

  京都市大学のまち交流センターの講義室，演習室，会議室，ホール，和室及び講習室

（講習室については，使用期間を１年以上５年以内とする場合を除きます。）の使用料

の適正化を図るため，条例を改正することとしました。 

なお，大学等が交流活動のために使用する場合の使用料については，現行使用料のま

ま据え置くこととしています。 

この条例は，令和４年６月１日から施行することとしました。 
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京都市大学のまち交流センター条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

 

京都市条例第   号 

   京都市大学のまち交流センター条例の一部を改正する条例 

京都市大学のまち交流センター条例の一部を次のように改正する。 

別表第１講義室及び第２講義室の項中「１０，２６０」を「１５，３９０」に，「１５，

１９０」を「２２，７８０」に改め，同表第３講義室の項中「７，０１０」を「１０，５

１０」に，「１０，３７０」を「１５，５５０」に改め，同表第４講義室の項中「４，１

９０」を「６，２８０」に，「６，３９０」を「９，５８０」に改め，同表第１演習室，

第２演習室，第３演習室，第４演習室及び第５演習室の項中「１，５７０」を「２，３５

０」に，「２，３００」を「３，４５０」に改め，同表第１会議室の項中「１１，０００」

を「１６，５００」に，「１４，６６０」を「２１，９９０」に，「１９，１７０」を「２

８，７５０」に改め，同表第２会議室及び第３会議室の項中「６，３９０」を「９，５８

０」に，「８，４８０」を「１２，７２０」に，「１１，２００」を「１６，８００」に

改め，同表ホールの項中「１２，６７０」を「１９，０００」に，「１６，９７０」を「２

５，４５０」に，「２２，４１０」を「３３，６１０」に改め，同表和室の項中「３，３

５０」を「５，０２０」に，「４，５００」を「６，７５０」に，「５，９７０」を「８，

９５０」に改め，同表第１講習室の項中「２，６１０」を「３，９１０」に，「３，８７

０」を「５，８００」に改め，同表第２講習室，第３講習室及び第４講習室の項中「２，

３００」を「３，４５０」に，「３，４５０」を「５，１７０」に改め，同表第５講習室，

第６講習室，第７講習室及び第８講習室の項中「１，９９０」を「２，９８０」に，「３，

０３０」を「４，５４０」に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和４年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前の申請に係る使用料については，なお従前の例による。 

（総合企画局総合政策室） 
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